
1  

別紙様式 

 
 

重要事項説明書 

 

記入年月日 ２０２０年１０月１日 

記入者名 加藤 信次 

所属・職名 館 長 

１．事業主体概要 
 

種類 個人／法人  

※法人の場合、その種類    営利法人（株式会社） 

名称 （ふりがな） だいわはうすらいふさぽーとかぶしきがいしゃ 

大和ハウスライフサポート株式会社 

主たる事務所の所在地 〒108-0073 東京都港区三田三丁目１番７号 三田東宝ビル６階 

連絡先 電話番号  ０３－３４５６－４１６５ 

FAX 番号 ０３－３４５６－４１７５ 

ホームページアドレス https://www.dhls.jp/ 

代表者 氏名  東 雅樹 

職名  代表取締役社長 

設立年月日  ２０００年１０月２６日 

主な実施事業 ※別添１（事業主体が当該都道府県、指定都市、中核都市内で実施する他の介護サービス）参照 

 

 

２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 
 
 

名称 （ふりがな）ねお・さみっとゆがわら 

      ネオ・サミット湯河原 

所在地 〒４１３－８５３０ 

静岡県熱海市泉１７番地の２ 

主な利用交通手段 最寄駅 JR東海道線 湯河原駅 

交通手段と所要時間 湯河原駅より約９００ｍ、徒歩約１２分 

連絡先 電話番号 ０４６５－６３－６４３２ 

FAX番号 ０４６５－６３－６４３８ 

ホームページアドレス https://www.neo-summit.com/ 

管理者 氏名 加藤 信次 

職名 館 長 

建物の竣工日 1986年4月23日／2009年2月28日（ケア棟増設） 

有料老人ホーム事業の開始日 1986年5月17日／2013年10月1日会社合併により再申請 
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（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型 

４ 健康型 

１又は２に

該当する場

合 

介護保険事業者番号 ２２７０５００６６９号 

指定した自治体名 静岡県 

事業所の指定日 
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 

２０１３年１０月 １日 ２０１３年１０月 １日 

指定の更新日（直近） ２０１９年１０月 １日 ２０１９年１０月 １日 

 

 

 

３．建物概要 
 

土地 敷地面積 １５，３６９㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地 

 抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

建物 延床面積 全体 １７，４４３㎡ 

うち、老人ホーム部分 １７，４４３㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（            ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（             ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 

 抵当権の設定 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

居室の状況 

居 室 区 分

【 表 示 事

項】 

１ 全室個室 

２ 相部屋あり 

最少 人部屋 

最大 人部屋 
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 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※ 

タイプＡ 有／無 有／無 46.44 ㎡ ２７ 一般居室個室 

タイプＢ 有／無 有／無 47.59 ㎡ １３ 〃 

タイプＣ 有／無 有／無 49.62 ㎡ １３ 〃 

タイプＤ 有／無 有／無 50.74 ㎡ ６３ 〃 

タイプＥ 有／無 有／無 51.65 ㎡ ３９ 〃 

タイプＦ 有／無 有／無 51.92 ㎡ １０ 〃 

タイプＧ 有／無 有／無 60.56 ㎡ ５ 〃 

タイプＨ 有／無 有／無 60.56 ㎡ ５ 〃 

タイプＩ 有／無 有／無 70.82 ㎡ ５ 〃 

タイプＪ 有／無 有／無 70.82 ㎡ ５ 〃 

タイプＫ 有／無 有／無 19.80 ㎡ ２８ 介護居室個室 

タイプＬ 有／無 有／無 28.49 ㎡ ２ 〃 

※一般居室１８５室（キッチン完備・緊急通報装置・外線電話回線・テレビ回線を設置） 

 介護居室 ３０室（緊急通報装置・外線電話回線・テレビ回線を設置） 

共用施設 共用便所における

便房 
１９ヶ所 

うち男女別の対応が可能な便房 ４ヶ所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 ６ヶ所 

共用浴室 ２ヶ所 
個室 ヶ所 

大浴場 ２ヶ所 

共用浴室における

介護浴槽 
３ヶ所 

チェアー浴 １ヶ所 

リフト浴 ヶ所 

ストレッチャー浴 ヶ所 

その他（介護浴槽） ２ヶ所 

食堂 １ あり   ２ なし 

ダイニング 席数８８席 232.05㎡ 

喜楽亭   席数１８席  30.86㎡（昼食のみ） 

入居者や家族が利

用できる調理設備 
１ あり   ２ なし 

一般居室にキッチン完備 

その他共用設備 健康相談室、ロビー、ゲストルーム、売店、多目的ホール、 

和室「寿」、カラオケ（オーディオ）ルーム、麻雀室、アトリ

エ、フィットネスコーナー、図書コーナー、駐車場、理美容室、 

ケアセンター（機能訓練室と共用）、トランクルーム、 

他（ケア棟：多目的ホール、談話室） ※下線部有料 

エレベーター １ あり（車椅子対応）  ２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） ４ なし 

消防用設備 消火器 １ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり   ２ なし 

火災通報設備 １ あり   ２ なし 

スプリンクラー １ あり   ２ なし（ケア棟はあり） 
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 防火管理者 １ あり   ２ なし 

防災計画 １ あり   ２ なし 

 
バリアフリー対応 

一般居室なし 介護居室あり 

※介護居室へ住み替えの場合の利用料は、１４頁の月額の場合の利

用料の額を参照 

その他   

 

 

 

４．サービスの内容 

（全体の方針） 
 

運営に関する方針 長年社会に貢献された高齢者の方々の老後生活をサ

ポートすることを目的に「安心」「ゆとり」「楽し

さ」をモットーに運営しています。 

サービスの提供内容に関する特色 

 

 

 

 

 

一人一人の尊厳を重んじ、少しでも楽しい日々の生

活を過ごしていただく。当社は、常に入居者の満足

度（ＣＳ）を高める事に注力しており、年１回の

｢入居者アンケート｣や「情報カード制度」により入

居者のサービス向上に努めています。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施 ２ 委託 ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施 ２ 委託 ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施 ２ 委託 ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施 ２ 委託 ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施 ２ 委託 ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施 ２ 委託 ３ なし 

 

 

（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 
 

特定施設入居者生活介護の加

算の対象となるサービスの体

制の有無 

入居継続支援加算 １ あり ２ なし 

生活機能向上連携加算 １ あり ２ なし 

個別機能訓練加算 １ あり ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり ２ なし 

若年性認知症入居者 

受入加算 
１ あり ２ なし 

医療機関連携加算 １ あり ２ なし 

口腔衛生管理体制加算 １

 

あ

り

 

２

 

な

し 

あり ２ 

 
なし 

栄養スクリーニング加算 

 
１ あり ２ なし 

退院・退所時連携加算 １ あり ２ なし 

看取り加算 １ あり ２ なし 
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認知症専門 

ケア加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

サービス提供

体制強化加算 

(Ⅰ)イ １ あり ２ なし 

(Ⅰ)ロ １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

人員配置が手厚い介護サービ
スの実施の有無 １ あり 

（介護・看護職員の配置率） 

：１ 

２ なし 
 

 

 

（医療連携の内容） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関 
 

※複数選択可  

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（ 投薬服薬管理、健康相談 ） 

協力医療機関 １ 名称 医療法人社団ちとせ会熱海ちとせ病院（ホームに隣接） 

 住所 〒413-0001 静岡県熱海市泉１７－１ 

 診療科目 内科 

 協力内容 入居者の健康管理及び健康診断（管理費に含まれる）、休日

（8:30～17:30）・夜間（20:00～5:30）緊急時の対応、他の

医療機関の診療を要する場合の紹介等について協力関係。

（ベッド８９床）医療保険制度で支給される以外の費用につ

いては、入居者負担となります。 

２ 名称 医療法人伊豆七海会熱海所記念病院(ホームより 9.6㎞) 

 住所 〒413-0022 静岡県熱海市昭和町２０－２０ 

 診療科目 内科、外科、脳神経外科、リハビリテーション科、皮膚科、

麻酔科、循環器科、婦人科、泌尿器科、整形外科 

 協力内容 同病院とは、入院治療の受入れについて対応してもらえる協

力医療機関です。（ベッド１４４床） 

医療保険制度で支給される以外の費用については、入居者負

担となります。 
 
 
 
 
 
 

協力歯科医療機関 名称 湯河原歯科医院（ホームより 1.2㎞） 

住所 〒259-0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥２－１６－６ 

協力内容 入居者の診療及び歯科相談 
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（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能 

入居後に居室を住み替える場合 

※複数選択可 

１ 一時介護室へ移る場合 

２ 介護居室へ移る場合 

３ その他（ ） 

判断基準の内容 

（一時利用）退院後や日常生活上で一時的に介護を要する場合 

（住み替え）長期にわたり日常的に２４時間の介護が必要になった

場合 

手続きの内容 

①ケア棟「入居者検討委員会」（構成：医師、館長、介護支援専門

員他）で一時利用を判定する。 

②「介護居室」の概要、介護サービスの内容、費用等について説明

し、本人又は身元引受人等の意見を聴く。 

③本人又は身元引受人等の同意を得る。 

介護給付の自己負担分と、個別的な選択による個別的な介護サー

ビスを希望された場合は別途費用が必要。また、おむつ等消耗品

費も別途必要。 

追加的費用の有無 １ あり ２ なし 

居室利用権の取扱い 

【一時利用の場合】 

介護居室を一時的に利用する場合は、一般居室の利用権に変更はあ

りません。 

一時的利用の場合は、居室の利用料として１日 1,572円（月 47,160

円/30 日）、二人居室に二人入居（夫婦等）の場合は 1 日 2,409 円

（月 72,270円/30日）が必要です。 

また、当館の介護保険サービスを利用されていない方については、

介護サービスの費用として、ケア棟生活サポート費１日 2,000 円

（月 60,000円/30日）を介護居室一時利用料とは別にご負担いただ

きます。 

※費用は消費税を含む金額です。 

【住み替えの場合】 

介護居室の面積は、一般居室より占有面積が狭くなります。構造や

仕様も変わります。 

住み替えに伴う追加費用はありませんが、入居一時金の調整を行う

場合があります。 

住み替えをした場合、「一般居室」の利用権は消滅し、｢介護居室｣

に移行します。ただし、「一般居室」で二人入居の場合に一人が

「介護居室」に住み替えをしたときは、残る１人の方の「一般居

室」の利用権は存続します。 

本人の介護状態などにより「介護居室」から「介護居室」に変更す

る場合もあります。それに伴う利用権は、変更後の「介護居室」へ

移行し、費用等の調整は行いません。この場合も、本人又は身元引

受人の同意を得ます。 

なお、「介護居室」の選定は、本人又は身元引受人等と協議し、事

業者が決定します。 

入居一時金償却の調整の有無 １ あり ２ なし 

従前の居室と

の仕様の変更 

面積の増減 １ あり ２ なし 

便所の変更 １ あり ２ なし 

浴室の変更 １ あり ２ なし 
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洗面所の変更 １ あり ２ なし 

台所の変更 １ あり ２ なし 

その他の変更 

 

１ あり 

（変更内容） 

一般居室の入居一時金未償却残高調整。 

住み替え時に一般居室の未償却残高が 450万円以上

の場合は、介護居室入居一時金に充当し、差額を

返金します。450 万円以下の場合は、その残高を充

当し返還金はありません。 

２ なし 

 

（入居に関する要件） 
 

入居対象となる者 自立している者 １ あり ２ なし 

 
要支援の者 １ あり ２ なし 

要介護の者 １ あり ２ なし 

留意事項 

・入居者の条件 

①一般居室：満６５歳以上（原則）の方で身の回りのことができる方。 

②介護居室：満６５歳以上の方で要支援・要介護の方。 
 

・二人目入居及び追加入居 

①２人入居の場合は夫婦及び三親等以内（血族）の方でどちらかが６５

歳以上の方。 

②追加入居の場合は夫婦及び三親等以内（血族）の方で、１人目入居契

約時に追加入居される方が６５歳に達している方。 

③ケア棟には夫婦及び入居者の三親等以内（血族）の方で要支援・要介

護の方。 
 

※当館は医療機関ではありません。入居後に、当館の看護職員では対応

出来ない医療処置等が必要になれば入院いただく場合もあります。 

※二人目入居又は追加入居一時金は、一般居室 460 万円～700 万円（年

齢により変動）、ケア棟 450万円。（住替えも同様） 

契約の解除の内容 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとしま

す。 

一 入居者が死亡したとき 

（入居者が２名の場合は両者とも死亡したとき） 

二 事業者が第２９条（事業者からの契約解除）に基づき解除を通告

し、予告期間が満了したとき 

【入居契約書 第２９条（事業者からの契約解除）】 

１ 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その

ことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通

念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することが

あります。 

① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により 

入居したとき。 

② 月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばし 

ば延滞するとき。 

③ 第２０条（禁止又は制限される行為）の規定に違反した 

とき。 
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④ 入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及 

ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老 

人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを 

防止することができないとき。 

２ 前項の規定に基づく解除の場合は、事業者は次の各号の手続き

によって行います。 

① 契約解除の通告について９０日の予告期間をおく 

② 前号の通知に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の 

機会を設ける 

③ 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無に 

ついて確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人 

等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保につ 

いて協力する 

３ 本条第１項第④号によって契約を解除する場合には、事業者は

書面にて前項に加えて次の各号の手続きを行います。 

① 医師の意見を聴く 

② 一定の観察期間をおく 

三 入居者が第３０条（入居者からの解約）に基づき解約をおこ 

なったとき 

【入居契約書 第３０条（入居者からの解約）】 

１ 入居者は、事業者に対して、少なくとも３０日前に解約の申

し入れを行うことにより、本契約を解除することできます。

解約の申し入れは事業者の定める解約届けを事業者に提出す

るものとします。 

２ 入居者が前項の解約届けを提出しないで居室を退居した場合

には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起

算して３０日目をもって、本契約は解約されたものと推定し

ます。 

※１．入居者が入居日の翌日から３月以内に解約した場合又は死亡した

場合は、１８頁参照。 

※２．一室２人入居の場合において、入居者のうちどちらか一方が入居

日の翌日から３月以内に解約した場合又は死亡した場合は、１８

頁参照。 

※３．原状回復の義務 

居室の明け渡しをする場合、経年劣化や通常の使用に伴い生じた

居室の損耗を除き、居室を原状回復していただきます。ただし、

原状回復の内容及び方法は、入居者の故意過失による損耗の復旧

であり、最低限度の施工単位とします。 
 

事業主体から解約を求める場

合 

解約条項 上記参照 

解約予告期間 ９０日 

入居者からの解約予告期間 ３０日 

体験入居の内容 １ あり 

一般居室：１泊２食３，５２０円（税込） 

ケア棟介護居室：１泊３食１０，３４０円（税込） 

（洗濯・入浴介助費用、病院通院等及びオムツ代は別途） 

２ なし 

入居定員 ２４５人 

その他  
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５．職員体制 

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所の職員については記

載する必要はありません）。 

（職種別の職員数）【２０２０年４月１日現在】 
 

 職員数（８７名） 常勤換算人数 
／内自立者対応 

※１※２ 
合計（兼務含む） 

 常勤 非常勤 

管理者 １ １  0.8／0.5 

生活相談員 １１ １０ １ 3.1／1.0 

直接処遇職員 ３０ ２６ ４ 26.7／3.9 

介護職員 ２４ ２１ ３ 21.6／3.1 

看護職員 ６ ５ １ 5.1／0.8 

機能訓練指導員 ２ １ １ 1.1 

計画作成担当者 ３ ２ １ 1.3 

栄養士 ２ ２  2.0 

調理員 １０ ５ ５ 8.4 

事務員 １６ １１ ５ 14.5 

その他職員 ２６ ７ １９ 17.8 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２
 36.265時間 

※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算し

た人数をいう。 

※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

 

 
※特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護の提供にあたる従業者数及び勤務形態 

  
職員数【２０２０年４月１日現在】 

常勤換算人数※ 
合計（兼務含む） 常勤 非常勤 

管理者（館長と兼務） １ １  0.3 

生活相談員（特定） ７ ６ １ 2.1 

直接処遇職員 ３０ ２６ ４ 22.8 

 介護職員 ２４ ２１ ３ 18.4 

 看護職員 ６ ５ １ 4.3 

機能訓練指導員 ２ １ １ 1.1 

計画作成担当者 ３ ２ １ 1.3 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※ 36.265時間 

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算し

た人数をいう。 
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（資格を有している介護職員の人数）【２０２０年４月１日現在】 
 

 合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士    

介護福祉士 ２０ １８ ２ 

実務者研修の修了者    

初任者研修の修了者 ３ ３  

介護支援専門員 ３ ２ １ 

 

（資格を有している機能訓練指導員の人数）【２０２０年４月１日現在】 
 

 合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師 １ １  

理学療法士 １  １ 

作業療法士    

言語聴覚士    

柔道整復士    

あん摩マッサージ指圧師    

はり師    

きゅう師    

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数）【２０２０年４月１日現在】 
 

夜勤帯の設定時間（１５時３０分～翌朝９時） 

      平均人数  最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員  人 人 

介護職員   ２人 １人 
 

 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 
 

特定施設入居者生活介護の 

利用者に対する看護・介護職 

員の割合 

（一般型特定施設以外の場 

合、本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※
 

【表示事項】 

ａ 1.5：１以上 

ｂ   ２：１以上 

ｃ  2.5：１以上 

ｄ ３：１以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数） 2.4：１ 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 
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外部サービス利用型特定施設である有料 

老人ホームの介護サービス提供体制（外部 

サービス利用型特定施設以外の場合、本欄 

は省略可能） 

ホーム職員数 人 

訪問介護事業所の名称  

訪問看護事業所の名称  

通所介護事業所の名称  

 

 

（職員の状況）【２０２０年４月１日現在】 
 

 

 
管理者 

他の職務との兼務 １ あり ２ なし 

業務に係る資格等 １ あり 

 資格等の名称 社会福祉士 

２ なし 

 看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の 

採用者数 
  ７        

前年度１年間の 

退職者数 
  ５        

応 業 
じ 務 
た に 
職 従 
員 事 
の し 
人 た 
数 経 

験 
年 
数 
に 

１年未満           

１年以上 

３年未満 
  ２  ４    １  

３年以上 

５年未満 
  ３  １      

５年以上 

10 年未満 
１  ７ １ ４  １   １ 

10 年以上 ４ １ ９ ２ １ １  １ １  

従業者の健康診断の実施状況 １ あり ２ なし 
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６．利用料金 

（利用料金の支払い方法） 
 

 

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

 

 

 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

 

４ 選択方式 

※該当する方式を全て選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 １ あり ２ なし 

要介護状態に応じた金額設定 １ あり ２ なし 

入院等による不在時における 

利用料金（月払い）の取扱い 

１ 減額なし 

２ 日割り計算で減額 

３ 不在期間が 日以上の場合に限り、日割り計算で減額 

利用料金の改定 
条件 

所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費などを勘案

する。 

手続き 上記条件を踏まえ、運営懇談会の意見を聴いた上で改定する。 

入居一時金に関する費用（一般居室） 

 

居室に要する入居一時金の使途 なし あり 

 

●入居者が居住する一般居室及び入居者が利用する共用施設等の費用として終身にわたる家賃の前

払い金（平均余命等を勘案した想定居住期間等に係る家賃）。 

 

●土地取得費、建設費、修繕費、管理事務費等を基礎として、平均余命等を勘案した想定居住期間

等に係る家賃。 

 

●入居一時金は、老人福祉法第２９条第６項において受領が禁止されている権利金又は対価性のな

い金品に該当しません。 

名称：入居一時金（下記は６５～７５歳の例） 

年齢、償却期間により変動 最低の額 最高の額 最多価格帯 

１人入居の場合 1,955 万円 5,422 万円 3,661 万円 １１戸 

２人目及び追加入居一時金も 

年齢、償却期間により変動 
最低の額 最高の額 最多価格帯 

２人入居の場合 2,415 万円 6,122 万円 4,246 万円 １１戸 

入居一時金の償却に関する事項 

 償却開始 入居日 なし あり 
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初期償却率（％） １５％（返還しない） 

償却年月数 
１４４ヶ月 

     ただし、６５～７５歳の例（年齢により変動） 

解約時返還金の算定方法 

解約時返還金の算定方法（計算） 
 

（入居一時金－（想定居住期間を超えて契約が継続する場合に

備えて事業者が受領する額））÷（入居日から償却期間満了日

までの実日数）×（契約終了日から償却期間満了日までの実日

数） 
 

※償却期間経過後は、返還金はありません。 

入居一時金に関する費用（介護居室） 

 

居室に要する入居一時金の使途 なし あり 

●介護者が居住する介護居室及び介護者が利用する共用施設等の費用として終身にわたる家賃の前

払い金（平均余命等を勘案した想定居住期間等に係る家賃）。 
 

●ケア棟介護居室へ追加入居する場合、介護居室入居一時金は４５０万円です。 

 

●介護の内容や身体の状況により、介護居室を変更することがあります。それに伴う利用権は、変

更後の介護居室へ移行し、費用等の調整は行いません。また、介護居室の変更は、ケア棟「入居

者検討委員会」（構成：医師、館長、介護支援専門員他）が判定し、本人又は身元引受人等の意

見を聴き、同意を得ます。なお、介護居室から一般居室への住み替えは出来ません。 

介護居室入居一時金 金    額 

 

１人入居の場合 
 住替え：０ ～ ４５０万円 

     新入居：５５０万円 

２人入居の場合 
 住替え：０ ～ ９００万円 

 新入居：１，０００万円 

２人入居の場合 

 住替えの場合 

１人部屋２室利用の場合又は２人部屋１室利用の場合であって

も、入居一時金は各々の未償却残高を介護居室入居一時金に充

当。 

 

  介護居室入居一時金の償却に関する事項 

 

償却開始 入居日 なし あり 

初期償却 
 住替え ： ６７５，０００円（定額） 

 新入居 ： １５％ 

償却月数及び償却金額 

 ０～６０ヶ月 

住替え ： ６３，７５０円（定額） 

 新入居 ： 初期償却を除き６０ヶ月均等償却 
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解約時返還金の算定方法 

解約時返還金の算定方法（計算） 
 

住替えの場合：（介護居室入居一時金－ 675,000 円）÷（入居

日から償却期間満了日までの実日数）×（契約終了日から償却

期間満了日までの実日数） 
 

新入居の場合：（介護居室入居一時金－（想定居住期間を超え

て契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額））÷（入

居日から償却期間満了日までの実日数）×（契約終了日から償

却期間満了日までの実日数） 
 

※償却期間経過後は、返還金はありません。 

 

 

保全措置の実施状況 

 
 

なし 

 
 

あり 

（その内容） 

公益社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者生活

保証制度に加入。 
 

破産手続の開始の決定等の保証事由が当社に発生

し、入居契約が終了した場合に、当社が入居者に返

還すべき前払金の金額で未返還の金額（最大５００

万円）が保証の対象となります。保証事由の発生日

の前６か月から、それぞれの事由が終了した時点の

３か月後までの入居契約の終了が対象となります。 

保証に登録する際に必要となる拠出金は、当社が全

て負担します。 

月額の場合の利用料の額 

 

管理費 なし あり 

一般居室：１人   92,400円 ２人 143,000 円／月 

介護居室：１人 110,000 円 ２人 166,100 円／月 

２人入居のうちの２人共が各々別の介護居室に住み替えを

する場合は、１人入居の額を各々ご負担頂きます。 

※消費税を含む金額です 

介護居室 

一時利用料 
なし あり 

一時利用料：日額  1,572円 

月額 47,160 円／30 日共益費含む 

２人居室を２人が一時利用する場合は日額 2,409 円 

月額 72,270 円／30 日共益費含む。 

※消費税を含む金額です。 

 

（「あり」の場合、その使途） 

 

（一般居室）共用施設の維持管理費・水道光熱費、事務管理部門・生活支援                                 

サービス部門の人件費及びそれぞれの管理・運営に関する費用。 

 

（介護居室）利用する介護居室の維持管理費・水道光熱費、共用施設の維持

管理費・水道光熱費、事務管理部門・生活支援サービス部門の人件費及び

それぞれの管理・運営に関する費用。 
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食費 

なし あり １人 65,340 円 ２人 130,680 円／月 30 日 

（「あり」の場合、その内容） 

朝、昼食各 572 円、夕食 1,034円（ダイニング利用）をそれぞれ食べられた 

実食分請求。 

※消費税を含む金額です。 

光熱水費 なし あり 
一般居室内の水道光熱費（月額約 10,000円位）。 

介護居室は管理費に含む、電話代は別途実費負担。 

ケア棟生活 

サポート費 
なし あり 

日額 2,000円 

月額 60,000 円／30 日 

※当館の介護保険サービスを利用されていない方がケア棟介

護居室を一時利用される場合は、介護居室一時利用料とは

別にご負担いただきます。 

※消費税を含む金額です。 

 

（「あり」の場合、その使途） 

（ケア棟生活サポート費） 

 介護サービスの提供に係る人件費 

利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 

 

人員配置が手厚い場合の介護サービス なし あり 

 

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない 

額に充当するものとしての合理的な積算根拠 なし あり 

 

個別的な選択による介護サービス なし あり 

 

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 

要介護者等（特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した要支援者又は要介護                                    

者）に対する個別的な選択による個別的介護サービス費用。 
 

① 買物等代行（特定日以外）／１回 654円（税込） 

諸手続代行（特定日以外）／15分 393円（税込） 

買物等同行／15分 654 円（税込） 

② 協力病院以外の通院・入退院介助 

同行（２時間を超える部分）／15分 327円（税込） 

    入退院介助（２時間を超える部分）15分 327円（税込） 

入浴介助（週４回目より）／１回 1,375円（税込） 

おむつ代等消耗品費・「病院、買物同行費等」の交通費等は、実費が必要です。別

添２及び別添３の各サービス等一覧表を参照。これらの費用は、発生の都度、お                                     

支払いいただきます。 
 

自立者等に対してご希望により生活サービスを提供します。料金は、ご利用の都

度、お支払いいただきます。別添４「サービス等料金表」参照 
 

また、駐車場、菜園利用等の施設利用料、布団等の貸出し利用料等があります。 

別添５「各種料金表」参照 
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家賃相当額 なし あり 

                        円 

 

 

介護保険に係る利用料及び利用者負担分（月額） なし あり 

 

（「あり」の場合、その内容及び利用料 ） 

※2019年 10月 1日介護保険に係る利用料≪１ヶ月（30 日）当たり、熱海市の場合≫ 

       ＜1割負担＞   ＜2割負担＞   ＜3割負担＞ 

  要支援 1：   6,908円     13,816円     20,724円 

要支援 2：  11,165円     22,330円     33,495 円 

要介護 1：  18,953円     37,906円     56,859 円 

 要介護 2：  21,131 円     42,262 円     63,393 円 

要介護 3：  23,408円     46,816円     70,224 円 

要介護 4：  25,520円     51,040円     76,560 円 

 要介護 5：  27,797 円     55,594 円      83,391円 

 

夜間看護体制加算、医療機関連携加算、サービス提供体制強化加算、生活機能向上連携

加算、口腔衛生管理体制加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を

含む（個別機能訓練加算、認知症専門ケア加算、退院・退所時連携加算、入居継続支援加

算、若年性認知症受入加算、栄養スクリーニング加算及び看取り介護加算は含まれており

ません）。 

 

 

（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】） 
 

 プラン１ プラン２ 

入 居 者 の 状 

況 

要介護度 入居時自立 要介護２ 

年齢 ６５～７５歳 ８５歳 

居室の状況 床面積 ４６．４４㎡ １９．８㎡ 

便所 １ 有 ２ 無 １ 有 ２ 無 

浴室 １ 有 ２ 無 １ 有 ２ 無 

台所 １ 有 ２ 無 １ 有 ２ 無 

入 居 時 点 で 

必要な費用 

前払金 ３６，６１０，０００円 ５，５００，０００円 

敷金 ０円 ０円 

月額費用の合計 １６７，７４０円 ２０１，４７１円 

 家賃 ０円 ０円 

  

サ
ー
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護※１の費用 ０円 ２１，１３１円 

 介
護
保
険
外
※ 

食費 ６５，３４０円 ６５，３４０円 

 管理費 ９２，４００円 １１０，０００円 

 介護費用 ０円 ０円 

 光熱水費 １０，０００円 ０円 

 その他 ０円 ５，０００円 
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※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用 

は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない） 

 

 

 

（利用料金の算定根拠） 
 

費目 算定根拠 

家賃 ― 

敷金   ― 

介護費用   ― 

管理費 共用部維持管理費、水道光熱費及び人件費を入居定員で割り返し算定 

食費 １日２，１７８円（朝昼食５７２円、夕食１，０３４円）×３０日 

光熱水費 電気、電話、水道代の概算 

利用者の個別的な選択に 

よるサービス利用料 
別添２及び別添３のサービス等の一覧表 参照 

その他のサービス利用料 おむつ代 2,000円～10,000円程度の概算平均額 

 

 

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っ

ていない場合は省略可能 
 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担 

介護保険法令等によります。 

利用料及び利用者負担分については、別途特定

施設入居者生活介護利用契約の規定によりま

す。 

特定施設入居者生活介護※における人員配置が手

厚い場合の介護サービス（上乗せサービス） 
なし 

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 
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（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能 
 

算定根拠 

静岡県有料老人ホーム設置運営指導指針と（公社）

全国有料老人ホーム協会の入居者生活保証制度デー

タに基づき、入居者が居住する居室及び入居者が利

用する共用施設等の費用として終身にわたる家賃の

前払い金（平均余命等を勘案した想定居住期間等に

係る家賃） 

想定居住期間（償却年月数） 
１４４ヶ月 

※65歳～75歳の例（年齢により変動） 

償却の開始日 入居日 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備

えて受領する額（初期償却額） 

５，４９１，５００円 

※65歳～75歳 入居一時金 36,610,000円の場合 

初期償却率 １５％ 

 

返還金の 

算定方法 

入居後３月以内の契約終了 

※１．入居者が入居日の翌日から３月以内に解約し

た場合又は死亡した場合は、本契約第３４条の規定

にかかわらず、居室明け渡し日までの対価として日

割り計算を行い、（入居一時金－（想定居住期間を

超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領す

る額））÷償却月数÷３０×入居日から契約終了日

までの日数）及び日割り計算に基づく月額利用料等

を除き入居一時金を返還いたします。 
 

※２．一室２人入居の場合において、入居者のうち

どちらか一方が入居日の翌日から３月以内に解約し

た場合又は死亡した場合は、２人目に関わる入居一

時金を対象として※１の規定を適用します。 
 

※３．原状回復については、８頁と同様です。 

入居後３月を超えた契約終了 

返還金＝（入居一時金－（想定居住期間を超えて契

約が継続する場合に備えて事業者が受領する額））

÷（入居日から償却期間満了日までの実日数）×

（契約終了日から償却期間満了日までの実日数） 
 

※償却期間経過後は、返還金はありません。 

前払金の  

保全先 

１ 連帯保証を行う銀行等の名称  

２ 信託契約を行う信託会社等の名称 

３ 保証保険を行う保険会社の名称 

４ 全国有料老人ホーム協会 

５ その他（名称： ） 

 

 



19  

７．入居者の状況 

（入居者の人数）【２０２０年４月１日現在】 
 

性別 男性 ６８人 

 女性 １６５人 

年齢別 65 歳未満 ２人 

 65 歳以上 75 歳未満 １５人 

 75 歳以上 85 歳未満 ９１人 

 85 歳以上 １２５人 

要介護度別 自立 １７９人 

 要支援１ １人 

 要支援２ １６人 

 要介護１ １１人 

 要介護２ ８人 

 要介護３ １１人 

 要介護４ ６人 

 要介護５ １人 

入居期間別 ６ヶ月未満 ４人 

 ６ヶ月以上１年未満 １３人 

 １年以上５年未満 ８３人 

 ５年以上 10 年未満 ４４人 

 10 年以上 15 年未満 ４５人 

 15 年以上 ４４人 

 

（入居者の属性） 
 

平均年齢 ８４．６歳 

入居者数の合計 ２３３人 

入居率※
 ９５．１％ 

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含 

む。 

 

 

（前年度における退去者の状況）【２０２０年４月１日現在】 
 

退去先別の人 

数 

自宅等 ４人 

社会福祉施設 ０人 

医療機関 ２人 

死亡者 １３人 

その他 ０人 
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生前解約の状 

況 

施設側の申し出 ０人 

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 ５人 

（解約事由の例） 

長期入院による退院見込なし、家族の住む近隣施設への

引越し。 

 

 

 

８．苦情・事故等に関する体制 

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。 
 

窓口の名称 ネオ・サミット湯河原苦情相談窓口（館長他） 

電話番号 ０４６５－６３－６４３２ 

対応している時

間 

平日 業務時間内（８：３０～１７：００） 

土曜 上記に同じ（ただし担当者がいる場合） 

日・祝日     〃 

定休日 なし 

窓口の名称 （公社）全国有料老人ホーム協会 

電話番号 ０３－３２７２－１０７７ 

対応している

時間 

平日 １０：００～１７：００（月・水・金のみ） 

土曜 定休日 

日・祝日 定休日 

 
定休日 火・木・土・日・祝日 

【特定施設入居者生活介護サービス利用者の主な苦情相談窓口】 

窓口の名称 静岡県国民健康保険団体連合会 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 

対応している時

間 

平日 ９：００～１７：００ 

土曜   定休日 

日・祝日   定休日 

定休日 土・日・祝日 

窓口の名称  熱海市健康福祉部長寿介護課 

電話番号 ０５５７－８６－６２８２ 

対応している

時間 

平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 定休日 

日・祝日 定休日 

 
定休日 土・日・祝日 
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（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応） 
 

損害賠償責任保険の加入状況 １ あり （その内容） 

（公社）全国有料老人ホーム協会の有料

老人ホーム賠償責任保険制度に加入。サ

ービス提供上の事故により入居者の生

命、身体、財産に損害が発生した場合、

不可抗力による場合を除き賠償される。 

２ なし 

介 護 サ ー ビ ス の 提 供 に よ り 賠 償 す 

べ き 事 故 が 発 生 し た と き の 対 応 

１ あり 

（その内容） 

（公社）全国有料老人ホーム協会の有料

老人ホーム賠償責任保険制度による賠償 

２ なし 

事故対応及びその予防のための指針 １ あり ２ なし 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 
 

利用者アンケート調査、意 

見箱等利用者の意見等を把 

握する取組の状況 

 

１ あり 
実施日 ２０１７年１０月 

結果の開示 １ あり ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状 

況 

 

１ あり 
実施日 ２０１５年１１月 

評価機関名称 特定非営利法人 福祉経営ネットワーク 

 結果の開示 １ あり ２ なし 

２ なし 

 
 

 

９．入居希望者への事前の情報開示 
 

入居契約書の雛形 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

管理規程 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 
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財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

 

 

 

10．その他 
 

運営懇談会 １ あり （開催頻度）年 ２回 

 ２ なし  

 １ 代替措置あり （内容） 

 ２ 代替措置なし  

提携ホームへの移行 

【表示事項】 

１ あり（提携ホーム名： ） 

２ なし 

有料老人ホーム設置時の老人 

福祉法第 29 条第１項に規定 

する届出 

１ あり ２ なし 

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の 

居住の安定確保に関する法律第 23 条の規定により、届出が不要 

高齢者の居住の安定確保に関 

する法律第５条第１項に規定 

するサービス付き高齢者向け 

１ あり ２ なし  

住宅の登録  

有料老人ホーム設置運営指導 

指針「５.規模及び構造設備」 

に合致しない事項 

１ あり ２ なし 

合致しない事項がある場合の

内容 

 

「６.既存建築物等の活用の

場合等の特例」への適合性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

有料老人ホーム設置運営指導 

指針の不適合事項 

なし 

不適合事項がある場合の内容  

重要事項説明書の開示状況   開示 

開示方法：施設のホームページに掲載 
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添付書類：別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 

別添３（介護サービス等一覧表） 

別添４（サービス等料金表） 

別添５（各種料金表） 

 

 

 
入居者１                 印 

 

入居者２                 印 

 

身元引受人等               印 
 

 

 

説明年月日     年   月   日 

 

 

 

 
説明者署名             印 

 

 

 

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。 
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別添１ 事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス 
 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

 訪問介護 あり なし   
 訪問入浴介護 あり なし   
 訪問看護 あり なし   
 訪問リハビリテーション あり なし   
 居宅療養管理指導 あり なし   
 通所介護 あり なし   
 通所リハビリテーション あり なし   
 短期入所生活介護 あり なし   
 短期入所療養介護 あり なし   
 特定施設入居者生活介護 あり なし ネオ・サミッ

ト湯河原 

静岡県熱海市泉 17番地の 2 

 福祉用具貸与 あり なし   
 特定福祉用具販売 あり なし   

＜地域密着型サービス＞ 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり なし   
 夜間対応型訪問介護 あり なし   
 認知症対応型通所介護 あり なし   
 小規模多機能型居宅介護 あり なし   
 認知症対応型共同生活介護 あり なし   
 地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし   
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし   
 看護小規模多機能型居宅介護 あり なし   

居宅介護支援 あり なし 
  

＜居宅介護予防サービス＞ 

 介護予防訪問入浴介護 あり なし   

 介護予防訪問看護 あり なし   
 介護予防訪問リハビリテーション あり なし   
 介護予防居宅療養管理指導 あり なし   
 介護予防通所リハビリテーション あり なし   

 介護予防短期入所生活介護 あり なし   
 介護予防短期入所療養介護 あり なし   
 介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし ネオ・サミッ

ト湯河原 

静岡県熱海市泉 17番地の 2 

 介護予防福祉用具貸与 あり なし   
 特定介護予防福祉用具販売 あり なし   

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 介護予防認知症対応型通所介護 あり なし   
 介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし   
 介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし   

介護予防支援 あり なし   

＜介護保険施設＞ 

 介護老人福祉施設 あり なし   
 介護老人保健施設 あり なし   
 介護療養型医療施設 あり なし   
 介護医療院 あり なし   
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別添２ 有 料 老 人 ホ ー ム ・ サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 が 提 供 す る サ ー ビ ス の 一 覧 表 
 

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 （ 地 域 密 着 型 ・ 介 護 予 防 を 含 む ） の 指 定 の 有 無 なし あり  

 
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 
護 費 で 、実 施 す る サ ー ビス （ 利 

用 者 一 部 負 担 ※ 1 ） 

個 別 の 利 用 料 で 、 実 施 す る サ ー ビ ス 
備 考 

（ 利 用 者 が 全 額 負 担 ） 包含 ※ 2 
 
都度 ※ 2 料金 ※ 3 

介 護 サ ー ビ ス       

 

食 事 介 助 なし  あり  なし  あり      

排 泄 介 助 ・ お む つ 交 換 なし  あり  なし  あり   ○   

お む つ 代   なし  あり   ○ 時価  

入 浴 （ 一 般 浴 ） 介 助 ・ 清 拭 なし  あり  なし  あり   ○ 1,375 週４回目から１回 1,375円 

特 浴 介 助 なし  あり  なし  あり    〃  

身 辺 介 助 （ 移 動 ・ 着 替 え 等 ） なし  あり  なし  あり      

機 能 訓 練 なし  あり  なし  あり      

通 院 介 助 なし  あり  なし  あり   ○ 327 ２時間超える部分１５分 327円（小田原・熱海市内） 

生 活 サ ー ビ ス       

 

居 室 清 掃 なし  あり  なし  あり      

リ ネ ン 交 換 なし  あり  なし  あり      

日 常 の 洗 濯 なし  あり  なし  あり      

居 室 配 膳 ・ 下 膳 なし  あり  なし  あり      

入 居 者 の 嗜 好 に 応 じ た 特 別 な 食 事   なし  あり      

お や つ   なし  あり   ○ 実費 実費徴収 

理 美 容 師 に よ る 理 美 容 サ ー ビ ス   なし  あり      

買 い 物 代 行 なし  あり  なし  あり   ○ 261 特定日以外１回 654円（小田原・熱海市内） 

役 所 手 続 き 代 行 なし  あり  なし  あり   ○ 196 特定日以外１回 393円 

金 銭 ・ 貯 金 管 理   なし  あり      

健 康 管 理 サ ー ビ ス       

 

定 期 健 康 診 断   なし  あり  ○   年 2回実施（管理費） 

健 康 相 談 なし  あり  なし  あり     看護師、准看護師による（随時） 

生 活 指 導 ・ 栄 養 指 導 なし  あり  なし  あり     看護師、准看護師による（随時） 

服 薬 支 援 なし  あり  なし  あり      

生 活 リ ズ ム の 記 録（ 排 便・睡 眠 等 ） なし  あり  なし  あり     必要に応じて適宜実施 

入 退 院 時 ・ 入 院 中 の サ ー ビ ス       

 

移 送 サ ー ビ ス なし  あり  なし  あり      

入 退 院 時 の 同 行 なし  あり  なし  あり   ○ 327 協力医療機関以外２時間超え１５分 327円 

入 院 中 の 洗 濯 物 交 換 ・ 買 い 物 なし  あり  なし  あり      

入 院 中 の 見 舞 い 訪 問 なし  あり  なし  あり  ○   適宜実施（管理費） 

※ １ ： 利 用 者 の 所 得 等 に 応 じ て 負 担 割 合 が 変 わ る （ １ 割 、 ２ 割 又 は ３ 割 の 利 用 者 負 担  ）。 

※ ２ ：「 あ り 」 を 記 入 し た と き は 、 各 種 サ ー ビ ス の 費 用 が 、 月 額 の サ ー ビ ス 費 用 に 包 含 さ れ る 場 合 と 、 サ ー ビ ス 利 用 の 都 度 払 い に よ る 場 合 に 応 じ て 、 い ず れ か の 欄 に ○を記 入する。  

※ ３ ： 都 度 払 い の 場 合 、 １ 回 あ た り の 金 額 な ど 、 単 位 を 明 確 に し て 記 入 す る 。             



別添３ 介護サービス等一覧表（介護予防特定施設及び特定施設入居者生活介護利用者） 

     ● それぞれの入居者の状態に応じて、当ホームにおいて、医師の意見を聴くとともに、入居者の意思を 

       確認したうえで、下記に示したサービス（サービス内容および回数等は標準的なものを記しています。） 

を取捨選択し、サービス計画を作成し提供します。 

 

１． 介護サービスの提供場所 

介護の程度 軽度 中度 重度 

介護保険制度 

による 

認定の区分 

・ 要支援Ⅰ～Ⅱの場合 ・要介護度Ⅰ～Ⅲの場合 ・要介護度Ⅳ～Ⅴの場合 

介護の場所 一般居室、又は介護居室 一般居室、又は介護居室 介護居室 

● 上記の「認定の区分」と「介護の場所」は、一般的な場合の目安です。それぞれの入居者の状態に応 

  じて、変更される場合があります。 

 

２． 提供される介護サービスの内容 

介護の程度 軽度 中度 重度 

 

保険給付対象 

に含まれる 

サービス 

別途徴収を 

行うサービス 

保険給付対象 

に含まれる 

サービス 

別途徴収を 

行うサービス 

保険給付対象 

に含まれる 

サービス 

別途徴収を 

行うサービス 

介護サービス       

入浴の介護 
居室浴室介助 

介護浴室介助 

身体清拭 

週３回迄 

(標準入浴週２回) 
１回1,375円 

週３回迄 

(標準入浴週２回) 
１回1,375円 

週３回迄 

(標準入浴週２回) 
１回1,375円 

排泄の介護 
排泄介助 

おむつ交換 

おむつ代 

 
 

随 時 

―― 

 
 

―― 

実 費 

 
 

随 時 

―― 

 
 

―― 

実 費 

 
 

随 時 

―― 

 
 

―― 

実 費 

食事の介護 
食事の介助 

配下膳 

食事の都度 ―― 食事の都度 ―― 食事の都度 ―― 

身辺介助 
移動への介助 

衣類の着脱 

身だしなみ介助 

体位交換 

その他 

必要な都度 ―― 必要な都度 ―― 必要な都度 ―― 

機能訓練 
歩行訓練等 

 

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 

 
週２回迄 

（１回３０分） 

週２回迄 

 

―― 

 
週２回迄 

（１回３０分） 

週２回迄 

 

―― 

 
週２回迄 

（１回３０分） 

週２回迄 

 

―― 

 

 

 



介護の程度 軽度 中度 重度 

 

保険給付対象 

に含まれる 

サービス 

別途徴収を 

行うサービス 

保険給付対象 

に含まれる 

サービス 

別途徴収を 

行うサービス 

保険給付対象 

に含まれる 

サービス 

別途徴収を 

行うサービス 

療養上の世話 
与薬管理 

栄養相談 

栄養管理 

ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ 

 
毎日１～３回 

 

随 時 

―― 

 
毎日１～３回 

 

随 時 

―― 

 
毎日１～３回 

 

随 時 

―― 

病院同行 
協力医療機関 

上記以外 

 
随 時 

２時間迄 

 
―― 

１５分327円 

 
随 時 

２時間迄 

 
―― 

１５分327円 

 
随 時 

２時間迄 

 
―― 

１５分327円 

投薬受け 
 

 
２時間迄 

 
―― 

 
２時間迄 

 
―― 

 
２時間迄 

 
―― 

問題行動 
 

 
随 時 

 
―― 

 
随 時 

 
―― 

 
随 時 

 
―― 

巡回 

 

 
２回迄 

１回迄 

 
―― 

―― 

 
２回迄 

１回迄 

 
―― 

―― 

 
２回迄 

１回迄 

 
―― 

―― 

緊急時対応 

・緊急ｺｰﾙ 

 
その都度 

 
―― 

 
その都度 

 
―― 

 
その都度 

 
―― 

相談・助言・

連絡 

 
随 時 

 
―― 

 
随 時 

 
―― 

 
随 時 

 
―― 

生活サービス       

家事 
洗濯及び収納 

リネン交換 

居室清掃 

身の回り片付け 

 
週２回迄 

必要な都度 

週１回迄 

週１回迄 

―― 

 
週２回迄 

必要な都度 

週１回迄 

週１回迄 

―― 

 
週２回迄 

必要な都度 

週１回迄 

週１回迄 

―― 

買物代行 
（近隣） 

  

 
週２回 

（特定日 水･日） 

 
１回654円 

（特定日以外） 

 
週２回 

（特定日 水･日） 

 
１回654円 

（特定日以外） 

 
週２回 

（特定日 水･日） 

 
１回654円 

（特定日以外） 

諸手続代行 
役所 

 

郵便局・銀行 

 
月２回 

(特定日10･25) 

週１回 

（特定日 火） 

１５分393円 

（特定日以外） 

 
月２回 

(特定日10･25) 

週１回 

（特定日 火） 

１５分393円 

（特定日以外） 

 
月２回 

(特定日10･25) 

週１回 

（特定日 火） 

１５分393円 

（特定日以外） 

買物等同行 
 

 
―― 

１５分654円 

（２時間迄） 

 
―― 

１５分654円 

（２時間迄） 

 
―― 

１５分654円 

（２時間迄） 

健康管理ｻｰﾋﾞｽ       

健康管理 
健康相談 

(看護師･准看護師) 

生活指導 

 
 

随 時 

 

―― 

 
 

随 時 

 

―― 

 
 

随 時 

 

―― 

入退院時ｻｰﾋﾞｽ       

入退院介助 
協力医療機関 

上記以外 

 
その都度 

２時間迄 

 
―― 

１５分327円 

 
その都度 

２時間迄 

 
―― 

１５分327円 

 
その都度 

２時間迄 

 
―― 

１５分327円 

※ 一般居室での一般作業（組立て、家具移動等）については、『サービス等料金表』料金が適用されます。 

※ 「病院同行」、「買物同行」で交通費等の実費は必要です。 

※ 上記金額は、消費税10％が含まれた金額です。 

昼間19:00～17:00 

夜間19:00～ 7:00 



別添４ サ ー ビ ス 等 料 金 表（自立者等）    ［消費税込］ 
 サービスの内容 回数（時間） 価 格（円） 摘       要 

身 

体 

介 

護 

１．入浴介助 １回 １，３７５  

２．食事介助 １食 ６５４ 配膳下膳料込 

３．身体介助 ３０分 １，５８３  

４．散歩介助 ３０分 ９８２  

５．通院介助 

ちとせ病院１回 ２６１ 緊急・入退院の場合は、不要となります。 

ちとせ病院以外 

１５分 
３２７ 

① 緊急又は医師の紹介状有りの場合、初回のみ５時間まで不要と

なります（5時間を超えた場合、１５分３２７円となります）。 

② 入退院時も同料金となります。 

交通費等実費は、別途必要となります。 

６．投薬受け １５分 １９６  

７．与薬介助 １日 ２００  

８．ケア棟生活 

サポート 
１日 ２，０００ 

当館の介護保険サービスを利用されていない方がケア棟を一時利用される場合は、 

介護サービスの費用として、介護居室一時利用料とは別にご負担いただきます。 

９．施設内送迎 １往復 ２６１  

家 

事 

援 

助 

１．配膳・下膳 １食 １８３ ゲスト食は、１食３１４円となります。 

２．洗濯 

（干し物・ 

たたみ） 

ランドリー１回 １，３０９ 
① ランドリー乾燥機のコイン代は３０分１００円となります。 

② ランドリーのコイン代（１回１５０円）は、料金に含まれます。 
全自動１回 ９８２ 

二槽式１回 １，７０２ 

３．買い物代行 

特定店１回 

（特定日） 
２６１ 

① 日曜日に小田原百貨店・ＨＡＣ付近での買物 

② 水曜日に買い物サービス店での買物 
特定日以外は、通常時６５４円 

付添いは、１５分６５４

円（月１回２時間まで） 

小田原・熱海１５分 ３２７ 交通費等実費は別途必要となります。 

４．身の回り片付 １人１５分 ３９３ 清掃作業は除く（掃除機、トイレなど） 

５．諸手続き代行 

役所１５分（特定

日） 
１９６ 

① ２5日に熱海市役所・泉支所へ代行 

② 10日に泉支所へ代行 特定日以外は、通常時15分３

９３円 

付添いは、１５分６５４

円（月１回２時間まで） 郵・銀１５分（特定

日） 
１９６ 火曜日に銀行・郵便局へ代行 

６．清掃 １人１５分 ３９３  

７．一般作業 １人１５分 ４９８ 1人３０分以内の作業は不要となります（２人作業の場合は、１５分以内の作業が不要となります）。 

  ※ 職員の人員配置の状況等によりご希望に応じられない場合がございます。 



別添５ 各種料金表 

 

 項  目 料  金 備  考 

食 

事 

関 

係 

喜楽亭（昼食のみ） ７５９円  
他に特別メニュー 

（別料金） 

治療食 

朝          ６９０円 

昼          ６９０円 

夕        １，１００円 

計        ２，４８０円 

 

ゲスト料金 

 ダイニング朝     ７１８円 

  ダイニング昼     ７１８円 

 ダイニング夕   １，３６４円 

 喜楽亭（昼食のみ）  ８８０円 

 

施 

設 

利 

用 
料 

ゲストルーム  １泊１名     ４，６０９円 宿泊料のみ 

駐車場利用料  １台       ３，５７３円 月額 

トランクルーム 
 １区画（大）   ４，１５９円 

（小）   ３，９１８円 
月額 

菜    園  １区画        ３５６円 月額 

カラオケルーム  １部屋        ３０５円 ３０分 

そ
の
他
貸
出 

布団（掛け、敷き）  １泊       １，２５７円  

毛布・シーツ  １泊       各 ４１９円  

電動介護ベッド  １日         １０５円  

ポータブルトイレ  １日         １０５円  

 ※ 上記金額は、消費税 10％が含まれた金額です。 


